
彦根愛知犬上広域行政組合中山投棄場跡地利用事業公募型プロポーザル仕様書 

 

 

1．事業名 

彦根愛知犬上広域行政組合所有地を活用した肥育牧場事業 

 

2．事業の目的 

本事業は、本組合が所有する土地および建物を民間事業者に貸し付け、肥育牧場として有効活用す

ることにより、地域畜産業の振興、安定的な肉用牛生産体制の構築、遊休資産の有効活用および地域

経済の活性化および雇用創出を図ることを目的とする。 

 

3．事業概要 

（1）本件土地および建物（詳細は別紙「対象地説明書」を参照） 

所在地：滋賀県彦根市中山町 381番地 1 

地 目：雑種地 

面 積：約 47,000㎡ 

建 物：鉄骨造平屋建一部 2 階建、延面積 1,310 ㎡ 

用 途：肉用牛の肥育牧場 

インフラ状況：電 気：有 

水 道：有 

排 水：有 

進入路：有 

 

（2）事業方式 

本件土地および建物を事業者へ用途限定型条件付貸付（初期 20年間（更新可））または用途限定

型条件付譲渡（10年間の買戻条項付）による事業を実施する。 

 

（3）条件 

  用途限定型条件は以下の条件を付すものとする。 

  1)用途限定（牛の肥育事業に限定） 

2)地盤改変禁止（杭打ち・地下構造物設置は原則禁止） 

・掘削は原則として地表から 50cm以内とする。それを超える場合は、事前にボーリング調査を実

施し、安全性を確認すること。 

・地下廃棄物の露出・拡散が確認された場合は、直ちに作業を中止し組合へ報告すること。 

※土地の掘削や形質変更は、事前に組合と協議し、必ず関連法令（最終処分場跡地形質変更に係

る施行ガイドライン）に基づく手続きを経て、安全性が確認された場合に限り実施できるもの

とする。 

3)維持管理義務の承継（沈下観測・異常時対応等） 

4)転売制限（第三者への譲渡禁止） 

5)違反時の買戻し条項（違反時の買戻しについては、契約時に定める価格により買戻しを行う。 

ただし、重大な契約違反がある場合は、違約金を請求することができる。） 

 



4．事業内容 

（1）肥育牧場運営 

①肉用牛の導入、肥育、出荷に関する一切の業務を行うこと。 

②飼養頭数：250～300頭程度（提案による） 

③飼料管理、健康管理、家畜伝染病防止および防疫体制を適切に構築すること。 

 

（2）施設整備・管理 

①牛舎、堆肥舎、飼料庫等の整備（新設・改修含む）は事業者負担とする。 

②建築・設置にあたっては関係法令を遵守すること。 

③契約終了時の原状回復は以下のとおりとする。 

・事業者が設置した施設は原則撤去すること。 

・本組合が認めた場合は全部または一部の存置を認め無償譲渡とすることができる。 

・土地については、汚染・埋設物等がない状態で返還すること。 

 

（3）環境対策 

  ①環境維持は継続して行うこと。 

  ②苦情受付窓口を設置し、発生した苦情については速やかに対応し、必要に応じて本組合へ報告す

ること。 

③糞尿処理、臭気対策、騒音対策を適切に講じること。 

 事業者は、以下を含む詳細な計画書を提出すること。 

 1）糞尿対策の具体措置 

・糞尿の処理方式（堆肥化、外部搬出等） 

・処理能力（飼養頭数に対し十分な能力を有すること） 

・搬出頻度および搬出先 

 2）臭気対策の具体措置 

・牛舎構造（密閉型、半密閉型等）の明示 

・風向き、周辺住宅位置を考慮した配置計画 

・臭気指数：悪臭防止法基準以下 

 3） 騒音対策の具体措置 

  ・夜間の騒音作業を行わないこと。 

    ・環境基準を遵守すること。 

 

(4) 災害対策 

 集中豪雨、洪水、土砂災害等の災害時に家畜管理等に関する緊急対応計画を策定すること。 

  1）豪雨対策 

・堆肥舎の防水構造の明示 

2）洪水・浸水対策 

・緊急時の家畜避難計画の整備 

3）停電・災害時対応 

・飼料備蓄計画（数日分以上）の整備 

・緊急連絡体制整備 

 



（5）安全管理・法令遵守 

家畜伝染病予防法、家畜排せつ物法、畜産経営に関する各種法令・条例等の関係法令を遵守する

こと。 

【主な順守義務】 

・防疫マニュアル整備 

・発生時の即時行政報告 

・従業員衛生教育 

・外部立入管理の徹底 

・夜間防犯対策 

・暑熱対策（送風・断熱） 

 

 (6) 交通安全対策 

   牛の導入および出荷、その他の大型車の通行について、交通安全対策を講じること。 

・搬入出車両の走行ルートを事前に定めること。 

・早朝および深夜の搬入出は原則行わないこと。 

・登下校時間帯の通行を回避すること。 

 

5．公益性（地域貢献）の確保 

本事業は、以下の条件を遵守することにより、その公益性および地域貢献性を担保するものとする。

事業者は、各条件について具体的な実施計画を提案するとともに、契約期間中は継続的に履行する 

義務を負う。 

（1）地元雇用の創出 

事業者は、地域経済の活性化に資するため、地元雇用を積極的に行うこと。 

なお、雇用形態（正規・非正規）および従事内容については、提案書において明示すること。 

 

（2）彦根牛のブランド化・地域特産品化 

事業者は、彦根牛の認知度向上および付加価値創出を目的とし、ブランド化および地域特産品化

に積極的に取り組むものとする。  

具体的な販売戦略、広報活動、加工・商品開発等については、提案内容に基づき実施すること。 

 

（3）更新時の実績審査による継続性の確保 

契約更新にあたっては、上記各項目の履行状況および事業実績について審査を行い、公益性およ

び地域貢献性が十分に確保されていると認められる場合に限り、契約の継続を認めるものとする。 

 

6．特記事項 

・土地および建物は現状有姿での用途限定型条件付貸付（初期 20年間（更新可））または用途限定型

条件付譲渡（10年間の買戻条項付）とする。 

・原則、転売・転貸を禁止する。 

・事業の開始、内容変更時等は本組合と事前に協議すること。 

・重大な契約違反時は契約を解除することがある。 

・維持管理を目的とした組合職員の敷地内立入について、事前に協議を行い、その手順およびルール

を策定すること。 



・貸付対象土地の奥地での林業発展に協力し、当該林業従事者による敷地内道路の無償通行を認める

こと。 

・組合は、必要に応じて事業の実施状況を確認することができる。事業者はこれに協力すること。ま

た、本件土地に係る沈下観測、異常時対応その他必要な管理義務を承継し、年 1回以上、管理状況

を組合に報告すること。 

 

7．跡地利用に係る制限等 

・法第 15条の 17の規定に基づく「廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質

の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある

指定区域」を含み、当該区域において土地の形質の変更を行おうとする場合は、事前に同法の規定

に基づく手続きを経る必要がある。 

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定に基づく土砂災害警戒区

域および土砂災害特別警戒区域を含む。 

・文化財保護法の規定に基づく埋蔵文化財包蔵地を含む。 

 

8．リスク分担案 

   跡地利用に当たっては、最終処分形質変更に係る施行ガイドラインに準拠した施工を原則とし、調

査・計画段階から契約終了時までのリスクは原則として事業者負担とするが、土地の瑕疵、法令上の

制約、不可抗力等については、本組合と事業者の協議により分担を定める。 

なお、最終的なリスク分担は、事業者の提案に基づくこととし、本組合と協議のうえ決定する。 

リスク分担表（案）を次のとおり示す。 

【基本原則】 

・事業運営に関するリスクは事業者負担とする。 

・土地に起因するリスクは組合負担とする。 

【主なリスク分担】 

・家畜疾病：事業者 

・環境対策不備：事業者 

・地中廃棄物：組合（ただし通常想定範囲は事業者） 

・法令変更：協議 

・不可抗力（災害）：双方協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9．その他 

  この仕様書に定めのない事項またはこの仕様書の条項に疑義が生じた事項については、必要に応じ 

て本組合と事業候補者が協議して定めるものとする。 
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更
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追
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固
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よ
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応
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狂
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◯
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介
が
発
生
し
た
場
合

敷
地
外
：
イ
ノ
シ
シ
、
シ
カ
、
サ
ル
等
の
侵
入
に
よ
る
フ
ェ
ン
ス
破
損
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の
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気
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合
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者
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め
に
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よ
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の

◯
重
機
の
接
触
等
、
事
業
者
の
不
適
切
な
使
用
や
建
屋
・
設
備
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理
不
足
に
よ
る
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損
、
経
年
劣
化
に
伴
う
修
繕
、
牛
に

よ
る
建
屋
・
設
備
の
破
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が
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生
し
た
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合

廃
棄
物
層
へ
の
荷
重
に
よ
る
地
盤
沈
下
に
起
因
す
る
も
の

▲
◯

埋
立
廃
棄
物
の
分
解
・
圧
密
に
よ
る
地
盤
沈
下
が
発
生
し
、
牛
舎
の
基
礎
が
傾
く
、
床
面
に
亀
裂
が
入
る
、
埋
設
配
管
が
破
断

す
る
等
の
損
害
が
発
生
し
た
場
合

牛
舎
等
な
ど
事
業
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の

◯
堆
肥
舎
の
発
酵
不
良
、
牛
舎
の
清
掃
不
足
、
牛
の
排
せ
つ
物
の
不
適
切
な
管
理
に
よ
る
悪
臭
が
発
生
し
た
場
合

廃
棄
物
層
の
露
出
及
び
そ
れ
に
伴
う
廃
棄
物
の
飛
散
や
悪
臭

▲
◯

事
業
者
の
重
機
作
業
に
よ
り
損
傷
・
廃
棄
物
の
露
出
し
て
悪
臭
が
発
生
し
た
場
合
、
ま
た
は
ガ
ス
抜
き
管
か
ら
の
ガ
ス
臭
が
発

生
し
た
場
合

土
地
勾
配
等
に
よ
り
牛
の
排
せ
つ
物
や
汚
染
雨
水
が
土
壌
へ
浸
透
、

ま
た
は
敷
地
外
へ
の
流
出

◯
牛
舎
や
堆
肥
舎
か
ら
の
汚
水
漏
れ
、
牛
の
排
せ
つ
物
を
含
ん
だ
雨
水
が
調
整
池
や
地
下
水
、
敷
地
外
等
へ
流
出
し
た
場
合

廃
棄
物
層
へ
の
荷
重
や
建
物
基
礎
の
設
置
に
よ
る
汚
水
の
流
出

◯
牛
舎
建
設
時
の
杭
打
ち
や
過
度
な
荷
重
に
よ
り
遮
水
シ
ー
ト
を
破
損
さ
せ
、
浸
出
水
が
地
下
水
へ
流
出
し
た
場
合

地
震
災
害
及
び
風
水
害
等
に
よ
り
、
最
終
処
分
場
に
起
因
す
る
影
響
が
生
じ
た
場
合

◯
大
規
模
地
震
や
豪
雨
等
に
よ
る
最
終
処
分
場
法
面
の
崩
落
、
遮
水
シ
ー
ト
破
損
に
よ
る
遮
水
機
能
の
喪
失
等
が
発
生
し
た
場
合

地
震
災
害
及
び
風
水
害
等
に
よ
り
、
牧
場
事
業
に
起
因
す
る
影
響
が
生
じ
た
場
合

◯
台
風
に
よ
る
牛
舎
屋
根
や
飼
料
の
飛
散
、
停
電
に
よ
る
搾
乳
・
給
餌
設
備
の
停
止
、
落
雷
に
よ
る
火
災
等
が
発
生
し
た
場
合

事
業
範
囲
内
の
植
栽
の
維
持
管
理

◯
貸
付
範
囲
内
（
牛
舎
周
辺
や
放
牧
地
）
の
除
草
や
樹
木
の
剪
定
等
の
管
理
を
行
う
場
合

事
業
範
囲
外
の
植
栽
の
維
持
管
理

◯
貸
付
範
囲
外
（
処
分
場
の
法
面
や
外
周
部
な
ど
）
の
除
草
や
樹
木
の
剪
定
等
の
管
理
を
行
う
場
合

沈
砂
池
、
調
整
池
の
維

持
管
理

沈
砂
池
及
び
調
整
池
内
の
浚
渫
、
管
理

◯
土
砂
流
入
に
よ
り
調
整
池
に
溜
ま
っ
た
堆
積
土
砂
の
浚
渫
、
排
水
ゲ
ー
ト
の
日
常
点
検
が
必
要
に
な
る
場
合

原
状
回
復
（
撤
去
）

契
約
終
了
時
、
設
備
や
建
屋
を
撤
去
・
解
体
し
、
原
状
回
復
す
る
も
の

◯
契
約
期
間
満
了
や
事
業
撤
退
時
に
、
事
業
者
が
建
設
し
た
牛
舎
・
基
礎
・
フ
ェ
ン
ス
等
を
解
体
し
、
整
地
す
る
（
原
状
回
復
）

工
事
を
行
う
場
合

植
栽
の
維
持
管
理

想
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス

災
害
に
よ
る
被
害

事
業
開
始
前

建
物
の
損
傷
、
修
繕

悪
臭

汚
水
の
流
出

リ
ス
ク
の
種
類

リ
ス
ク
内
容

負
担
者

牧
場
事
業
の
中
止

住
民
対
応

家
畜
被
害
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対象地説明書 

施設名称 彦根愛知犬上広域行政組合中山投棄場 

所在地 彦根市中山町 381 番地 1 

主な建物 

・施設 

管理棟（平成 10 年竣工、鉄骨造平屋建一部 2 階建、延面積 1,310 ㎡）、浸出水処理施設

（撤去可能）、放流設備（改修予定）、敷地内道路、調整池、沈砂池（放流池）、植栽物、

合併浄化槽（30 人槽） 

敷地面積 約 47,000 ㎡ 

埋立面積 約 26,000 ㎡ 

利用可能面積 約 42,000 ㎡（沈砂池、調整池、民有地除く） 

埋立量および

埋立対象物 

埋立量：82,140ｔ 

埋立対象物：不燃ごみ（彦根市、豊郷町、甲良町、多賀町の１市３町で発生した埋立ご

み・燃えないごみ）※品目：廃プラスチック、陶器類、建設廃材（自己解体に伴う解体ご

み）、自治会清掃（側溝汚泥）、不法投棄（散在性ごみ） 

地権者 公有地 

インフラ 上水道、電気 

アクセス 彦根駅から車で 15 分、鳥居本駅から車で 5 分、彦根 IC から車で 12 分 

特記事項 廃棄物処理法による廃棄物が地下にある土地の指定（令和 7 年 2 月 25 日に指定区域） 

 

区域区分 用途地域 建ぺい率 容積率 

全面道路の

幅員別容積

率制限 

道路斜線制

限の勾配 

隣地斜線制

限の勾配 

市街化調整

区域 
用途地域外 70％ 200％ 0.4 1.5 20ｍ+1.25 

多雪区域 基準風速 V0 
地表面粗度

区分 

土砂災害特

別警戒区域 

土砂災害警

戒区域 

水害ハザー

ドマップ 

埋蔵文化財 

垂直積雪量

が 1 メート

ル以上 

1 秒あたり

34 メートル 

湖岸線から

の距離およ

び建築物の

高さによる 

該当 該当 

該当（床上

浸水、床下

浸水） 

該当（キド

ラ遺跡） 

 
            ［出典：地理院地図］  

図 1 位置図

中山投棄場 

鳥居本駅 

彦根駅 

彦根城 
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引込柱（電気） 

止水栓 

（上水道） 場内道路（As被覆） 

民有地 

※土地利用不可 

沈砂池 

※土地利用不可 埋立地 

調整池 

※土地利用不可 

管理棟（浸出水処理施設） ガス抜き設備 

合併浄化槽 


